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マイナポイントによる消費活性化策について 

 

本事業は、消費税率引上げに伴う需要平準化策として、東京 2020 オリンピック・パラリ

ンピック競技大会後の消費を下支えする観点から実施するものである。あわせて、キャッシ

ュレス決済基盤の構築も図る。 

 

１．制度概要 

 

 

 

•マイナンバーカードを取得し、かつ、マイキーIDを設定した者（4,000万人）
（①）

マイナポイントの利用が可能な者

•利用者がキャッシュレス決済サービスを１つ選択して、マイナポイントを申込み
（②）

•当該決済サービスにおいて、「前払い」または「物品等の購入」を行った場合
（③）に、マイナポイント（プレミアム分）を、当該決済サービスのポイント等
として取得（④）

•当該決済サービスが利用可能な店舗等において、取得したポイント等を利用

マイナポイント利用方法

•キャッシュレス決済事業者に対して、利用者に付与したポイント等に相当する額
を国が補助（⑤、⑥）

国庫補助

•5,000ポイント（２万円分の前払い等）※１ポイント＝１円相当

マイナポイント利用上限

•25％※小口での前払い等も可能

プレミアム率

•令和２年９月～令和３年３月までの７箇月間（前払い又は物品等の購入が行われ
る期間）

事業実施期間

庁議資料 

令和２年２月 18 日 
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２．マイナポイント事業の仕組み 

 

 

 

 

３．スケジュール 

 

2020 年８月末


